介護職の魅力発信事業実施要領

１　目的
　　介護人材の量的確保が課題とされている中で、将来新たな働き手となる小中学校の児童、生徒を対象に、市内の介護事業所等が学校への出前講座等を通して“介護職の魅力”を発信することで介護分野を職業選択の一つとして考えるきっかけづくりと将来的な介護人材確保を目的とする。

２　実施主体
　　防府市

３　対象となる学校
　　防府市内の小中学校

４　実施内容等
（１）出前講座等
　　　介護の仕事に関する講義や、車いすやリフト車に乗車する体験型学習、介護事業所での職場体験やレクリエーションなど、内容及び講座の形式については、学校と事業所間で調整すること。

（２）実施時間
　　　１講座１時間程度を目安とする。
ただし、学校と事業所間で調整することで、時間の延長、短縮は可能。

　５　講師等
　（１）講師
市内の介護事業所に所属し、介護の仕事に従事する者　等

（２）実施報告
　　　　講師は、出前講座終了後、別紙「実施報告書」を市へ提出すること。

　（３）謝金等
　　　　市は、講師を派遣した介護事業所または団体に対し、１講座につき、
７，０００円支払う。
　 介護事業所及び団体は、謝金の受け取りの希望または辞退の意思を、別紙「実施報告書」にて、明らかにすること。
　






